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 １．はじめに 

  酪農流域では，家畜排泄物の野積みや未完熟堆肥の施用などによって，水域への汚濁負

荷流出が問題とされてきた。このような社会的背景もふまえ，2004 年に「家畜排せつ物の

管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が本格施行された。この法律により，環境に

負荷を与えるような従来の排泄物処理は減少し，地域環境が改善したと期待されるが，そ

の成果は十分に評価されていない。本研究は，法律施行前の 1996 年に井上ら 1)が調査した

浜中地区の複数の酪農流域を対象に，法律施行前後の河川水質環境変化を追跡調査し，法

的規制の効果を検証したものである。 

 ２．方法 

  調査は北海道東部浜中地区の 10 流

域で実施した（Table 1，Fig.1）。湿

地率は，地形図上で湿地と表記される

部分の面積を計測し，流域面積で除し

た値である。調査期間は 2006 年 6~12

月である。期間中，約１カ月に一度の

頻度で採水し，同時に流量を測定した。

採水時に流量を実測できなかった場合

は，量水標の値 H から H-Q 式によって流量 Q を推定

した。対象とした水質項目は窒素成分であり，分析

方法は JIS に準拠した。なお姉別川・第１号橋地点

(⑦)の濃度は，同地点が狭霧橋地点(⑥)の下流に位

置することを考慮し，差引き負荷量を流量の差で除

して求めた。各地点の濃度は流量加重平均し，三郎

川(⑨)では流量が得られなかったため，単純平均値

を用いた。丸佐１号川(①)については 1996 年の調

査地点が 2006 年の調査地点より約 500m 下流に位置

するが，同一地点として扱った。 

 ３．結果と考察 

  法律施行前後における各観測点での T-N，NO3-N 濃度を比較すると，多くの地点で濃度は

低下している（Fig.2）。特に 1996 年に濃度の高かった地点ほど，低下の程度が大きい傾 
＊北海道大学大学院農学院  Graduate School of Agriculture, Hokkaido University 
＊＊北海道大学大学院農学研究院  Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University 

キーワード 草地面積率，飼養牛頭数密度，窒素濃度 

!"#$ %&'

()*+, -&.%& /&01 23, (45 246)*+,

789:;<.=-> ?@A B? CB D@D E?D C+@F

GHIJKLM<.NO> +D@B ++ EC F@+ P P

QRSTU<.VW> C@A +X EE X@B ADC ED@?

Y89Z;<.[\> BX@A +E EX B@X B]]+ BDA@B

^U_`<.ab> B?@F XD ED D@C +B?D BB+@]

cTU<.de> BF@] XE AX X@X BD?? EB@F

fTU<.g:;> BE@D ]] FA +@] BBBE AF@?

hijLkLM<.lm& B+@? ]F FF B@B ??A EE@X

nop<.op<> ++@E FA ]] D@D E+B XB@C

qrst<.u-v> B]@X ?D BD ?@F BB+ E@?

wxy
!"

z&{|(35

 

Table 1 流域諸元 
Characteristics of watersheds 
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Fig.1 流域の概要 
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向にある。また，NO3-N 濃度と比べて，T-N 濃度はより低下

しており，有機態窒素の減少が影響していると考えられる。 

  Fig.3 は，2006 年における草地面積率・飼養牛頭数密度

と T-N・NO3-N 濃度の関係である。1996 年の調査では，草

地面積率や飼養牛頭数密度が高い流域で T-N や NO3-N 濃度

が高い傾向が示されたが，2006 年の調査においても同様の

傾向が認められた。 

  Fig.2 では窒素濃度の低下がみられたが，Fig.3 で確認

したように，草地面積率・飼養牛頭数密度にも大きく影響

されることは明らかであり，法

律施行の効果の他に，営農状況

の変化によるとも考えられる。 

  いま，法律施行前の水質濃度，

草地面積率，飼養牛頭数密度に

対する施行前後の差の比率（×

100，%）を「変化率」とし，そ

れらの関係を Fig.4 に示す。草

地面積率は１地点を除いてほと

んど変化しておらず，窒素濃度

が低下する原因とはみなせない。

また，飼養牛頭数密度の変化率

は流域間で大きくばらつくにも

かかわらず，全体的に窒素濃度

は低下しており，両者の間に明

確な相関関係は認められない。 

  つまり，法律施行後における

窒素濃度の低下に関して，草地

面積率・飼養牛頭数密度の変化

要因を排除できる。 

  調査流域では，法律施行にと

もない尿だめや堆肥舎などの施

設が設置され，家畜排泄物が適

切に処理されるようになった。これにより排泄物の野積みや未熟堆肥の施用による河川へ

の窒素成分の流出が減少し，平水時の河川水質が改善したと判断される。 

 ４．まとめ 

  法律施行前後での平水時河川水質を比較した結果，法律施行後に窒素成分の濃度低下が

認められた。このことから，家畜排泄物の適切な処理が，汚濁負荷流出の減少につながり，

流域環境の改善に効果を発揮していると推察された。 
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Fig.2 T-N，NO3-N 濃度の比較 
Comparison of concentration of T-N  
and NO3-N in 1996 and 2006 

Fig.3 草地面積率，飼養牛頭数密度と濃度の関係（2006 年） 
Relation between percentage of grassland area,cattle  
population of each watershed and N concentration(2006) 

NO3-N 

Fig.4  草地面積率，飼養牛頭数密度の変化率と 
            濃度変化率の関係 

Relation between rate of change of grassland, cattle 
population of each watershedand and of N concentration 

NO3-N 


